
 

 

 

 

山形県エネルギー戦略 

後期エネルギー政策推進プログラム 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

山  形  県 
  



1 

 

 

目   次 

 

 

Ⅰ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

Ⅱ 後期プログラム策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 １ 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ２ 展開期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

Ⅲ 山形県エネルギー戦略の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

Ⅳ 前期プログラムにおける施策の主な実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 １ 大規模事業の県内展開に向けた施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 ２ 地域分散導入の展開に向けた施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

Ⅴ 後期プログラム策定に当たって考慮すべき情勢変化・・・・・・・・・・・・・・・13 

 １ 脱炭素社会に向けた動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 ２ 電力システム改革、各種電力市場の創設等・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

 ３ 固定価格買取制度の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 ４ 再生可能エネルギーの開発と地域との関わり・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 ５ 災害対応の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 ６ 社会経済情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 

Ⅵ 政策展開の視点及び施策の展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 視点１ 大規模事業の県内展開促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 視点２ 再生可能エネルギーの地産地消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

 視点３ 地球温暖化対策としての再生可能エネルギーの導入拡大と利用の促進・・・・26 

 視点４ 地域資源活用による経済循環及び地域課題の解決・・・・・・・・・・・・・29 

 視点５ 災害対応力（レジリエンス）の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

 視点６ 自然環境や歴史・文化等との調和を図った再生可能エネルギーの導入促進・・34 

 

Ⅶ 推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

 

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

  



2 

 

 

 平成２４年３月に山形県エネルギー戦略を策定し、丁度１０年が経過しようとしている。 

 

この間、県内の再生可能エネルギーの導入については、開発目標の１０１．５万ｋＷに対 

して令和元年度末で５５％まで進捗しており、概ね順調に進んできている。大規模な太陽光

発電所やバイオマス発電所が各地に建設され稼働していることに加え、県と県内民間企業

が一体となって設立した地域新電力である「㈱やまがた新電力」が平成２７年に設立され、

再生可能エネルギーの地産地消も目に見える形になってきている。 

 

一方で、エネルギーを巡る状況は、現在、大きく、かつ目まぐるしい速さで変化している。 

国際的に地球温暖化対策の重要性が高まり、県は令和２年８月に、政府は同年１０月に、

それぞれ２０５０年までにゼロカーボン社会を目指すことを表明し、社会全体でゼロカー

ボンを目指す動きが大きな潮流となってきている。 

エネルギーを取り巻く制度や仕組みの面では、令和２年４月までの電力システム改革な

どにより、電力の自由化は進んだものの、新たに設置された電力に関わる各種市場のシステ

ムや運用には多くの課題も指摘されている。 

また、再生可能エネルギーを普及させるための支援策の面では、平成２４年から始まった

固定価格買取制度(ＦＩＴ制度)により、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの導入拡

大が飛躍的に進んだが、買取の原資となる賦課金により国民負担の増大が課題になってい

る。そのため、固定価格買取制度に替わる新たな支援策の導入が検討され、令和４年４月か

ら新しい制度(ＦＩＰ制度)が始まろうとしている。 

再生可能エネルギーの開発と地域との関わりの面では、安全や地域の自然環境、景観への

影響に対する懸念から、事業者と地元住民との間でトラブルも起きるなど、問題が顕在化し

てきている。 

また、安全・安心の面では、度重なる甚大な災害により、大規模な停電が頻発してきてい

ることから、災害時のエネルギー確保に注目が集まってきている。 

さらに、社会経済情勢を見渡せば、少子高齢化を伴う人口減少が急速に進むとともに、新

型コロナウイルス感染症の拡大により経済社会活動が著しい停滞や大幅な縮小を余儀なく

されており、エネルギー政策を進めるに当たって考慮する必要が生じている。 

 

山形県エネルギー戦略において、令和１３年３月までの２０年間を期間とする「エネルギ

ー政策基本構想」に基づき前期１０年間の具体的政策の展開方向を定めた現行の「エネルギ

ー政策推進プログラム」が、令和３年３月で展開期間が終了することから、上述したこれま

での戦略の取組みの成果と情勢変化を踏まえ、戦略に示した「目指すべき本県の姿」と再生

可能エネルギーの導入目標の実現に向け、基本構想期間の後期１０年間の具体的政策の展

開方向を定める新たな政策推進プログラムを策定することとした。 
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１ 目的 

エネルギー政策基本構想に定める目指すべき本県の姿の実現、山形県環境計画が掲げ

る目標の達成を目指し、「ゼロカーボンやまがた２０５０」を見据え、具体的政策の展開

方向を定める。 

    

   「エネルギー政策基本構想」における目指すべき本県の姿 

    ・ 再生可能エネルギーの供給基地化 

    ・ 分散型エネルギー資源の開発と普及 

・ グリーンイノベーション（再生可能エネルギーの導入拡大等を通じた産業振興） 

の実現 

 

 

２ 展開期間 

昨今の再生可能エネルギーを巡る情勢が目まぐるしく変化していることを踏まえ、後

期エネルギー政策推進プログラムの展開期間については、令和３年度以降のエネルギー

戦略の後期１０年間を基本としながら、３年ごとに見直しを行う。 

 

 

【後期エネルギー政策推進プログラムの展開期間】 

・展  開  期  間    令和３年度（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０ 

年度）まで 

 

・見直し時期（予定） ①令和５年度（２０２３年度） 

②令和８年度（２０２６年度） 

③令和１１年度（２０２９年度） 
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  ・ エネルギー政策基本構想では、目指すべき本県の姿を実現するため、再生可能エネル

ギー等を利用した「電源」と「熱源」の開発量を山形県エネルギー戦略における目標と

して位置付けている。 

   

  ・ 令和元年度末までの山形県エネルギー戦略策定後の新たな開発量（計画決定分を含

む）は５５．８万ｋＷとなり、令和１２年度の開発目標に対する進捗率は５５．０％と

なっている。 

    全体的には、概ね順調に推移してきており、太陽光発電、中小水力発電及びバイオマ

ス発電は堅調な一方、風力発電及び熱源開発は低調に推移している。 

   

【「電源」と「熱源」の開発目標】 

「電源」と「熱源」の総和として、令和１２年度において電力換算として約１００万

ｋＷの新たなエネルギー資源の開発を目指す。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再生可能エネルギー導入量の推移】 
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１ 大規模事業の県内展開促進に向けた施策 

(1) 風力発電  目標：45.8万kW → R元年度末実績：8.2万kW（進捗率17.9％） 

・ 風力発電について、目標に対して低調に推移しているものの、今後、陸上風力及

び洋上風力の案件の進捗が見込まれる。 

 

・ 陸上風力発電について、県による再生可能エネルギー活用可能性等調査や風況観

測の実施、事業者に対する風況観測への助成、更には系統の空き容量不足解消に向

けて関係者による系統制約問題研究会を設置し、研究会での意見を踏まえ政府への

提案・要望を行った。 

  こうした活動により、内陸部での事業化が見られるなど、複数の案件が進展中で

ある。 

 

・ 洋上風力発電について、平成３０年度に本県海域における洋上風力発電の導入に

係る地域の合意形成を図るため、「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議」

及び「遊佐沿岸域検討部会」を設置し、遊佐町沖での導入に向けて検討を開始した。 

 

・ また、令和２年７月、遊佐町沖について、住民や漁業関係者の一定の理解が進ん

でいることから、政府において「既に一定の準備段階に進んでいる区域」として整

理されるなど、再エネ海域利用法1に基づく、促進区域の指定に向けた取組みが進め

られている。 

 

   ＜具体的な取組み＞ 

① 陸上風力 

     ・ 平成２３年度に「再生可能エネルギー活用可能性調査」、平成２９年度に「風況

等実態調査」を実施 

・ 平成２４年度から民間事業者が行う風況観測に対する助成を実施 

・ 平成２６年度から令和２年度まで、民間事業者誘導のため、県自らによる「風

況調査」を９地点で実施 

・ 系統制約問題研究会の開催、政府等への提案活動の実施（風力を含む全再エネ

事業に寄与） 

 

② 洋上風力 

・ 平成２９年度に、地域産業への経済波及効果や雇用創出効果に関する調査を 

実施 

                                                   
1 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 

海外でコスト低下が進み、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制を両立する観点から重要な洋

上風力発電が、①海域の占用に関する統一的なルールがない、②先行利用者との調整の枠組みが存在しない、

という課題により導入が進んでいなかったことを受け、これらの課題の解決に向け成立した法律 
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・ 平成３０年度に、本県海域における洋上風力発電の導入に係る地域の合意形成

を図るため「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議」及び「同遊佐沿岸域

検討部会」を設置し、各種調査や住民説明会等の取組みを展開 

 

参 考 

・ 山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議（平成３０年７月～） 

漁業関係者、商工観光団体、行政関係者など幅広い関係者が一堂に会した会議 

を設立 

・ 遊佐沿岸域検討部会（平成３０年８月～） 

遊佐町沖での導入に向け、地域の住民代表、 

漁業関係者、行政関係者などで構成し、関係 

者の理解促進に資する調査研究、課題の抽出 

や対応策についての議論等を実施 

 

 

(2) 太陽光発電 目標：30.5 万 kW → R 元年度末実績：32.2 万 kW（進捗率 105.6％） 

・ 多様な実施主体が発電事業に参入したことやメガソーラーなどの事業用太陽光発

電も一定程度進んだことから、戦略の開発目標は平成３０年度までに達成した。 

 

・ 一方で、地元の理解が得られず長期間進展しないケースも見受けられ、長期間進

展しないケースは、系統の接続枠を圧迫することから、早期に契約を解除する等の

仕組みを構築すること等、政府へ提案活動を行い、未稼働案件について一定の運転

期限を設ける等の制度改正が行われた。 

 

   ＜具体的な取組み＞ 

・ 平成２４年度～２７年度に、県有 

地７箇所、市町村有地等６箇所の公 

有地において太陽光発電事業を導入 

 

・ 先導的・実証的な取組みとして、 

積雪量の多い場所において、県 

（企業局）が太陽光発電事業を実施 

（平成２５年村山市） 

 

     

(3) 地熱・温泉熱発電 目標：8.1万 kW → R元年度末実績：0.0万 kW（進捗率0.0％） 

・ 温泉熱バイナリー発電の実証実験の事例や、地熱発電について事業者から導入や

調査等についての相談はあるものの、地熱発電及び温泉熱発電については、ともに

導入実績はない。 

 

山形県営太陽光発電所 

遊佐部会の様子（R2.9.11） 
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   ＜具体的な取組み＞ 

・ バイナリー発電について、平成２７年度から米沢市の小野川温泉協同組合等が実

証実験を実施中 

 

 

(4) 中小水力発電 目標：2.0 万 kW → R 元年度末実績：2.0 万 kW（進捗率 100.0％） 

・ 河川、ダム、農業用水路等を活用し、県、市町村、土地改良区など多様な実施主

体による導入や大規模案件の進捗もあり、戦略の開発目標は平成３０年度までに達

成した。 

 

・ 目標は達成したものの、複数の民間事業者による事業可能性調査が進むなど導入

拡大の余地があるため、県としても令和２年度から流量調査に対する支援を実施し

ている。 

 

   ＜具体的な取組み＞ 

・ 農林水産部が推進する農業水利施設を活  

用した発電事業や企業局における発電事業 

を中心とした取組みが進展 

 

 

・ 平成２９年度に、県管理砂防堰堤における可能性調査を実施。３３地点を公表し、

併せて、砂防堰堤における発電のポイントや可能性調査結果の活用方法等について

勉強会を開催 

 

・ 平成３０年度から、市町村と事業者、住民等が連携した取組みを促すため、市町

村へのアドバイザー派遣を実施 

 

・ 令和２年度から、追加支援策として新たに流量調査に対する補助を実施 

 

 

(5) バイオマス発電 目標：1.4万kW → R元年度末実績：7.6万kW（進捗率542.9％） 

・ 県産木材を使用する発電事業者に加え、輸入木質バイオマスも使用する大規模な

発電事業者の進出もあり、目標を大幅に超える実績となっている。 

 

・ 県産木材が供給能力の上限に近いところで高止まりしており、県産木材を使用し

た新たな発電所の建設は困難になりつつある。 

 

・ また、蓄糞や汚泥を利用したバイオガス発電の導入も進められている。 

 

 

平田浄水場 小水力発電設備 
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   ＜具体的な取組み＞ 

・ 特別豪雪地帯に木質バイオマス発電施設を整備する場合において、積雪寒冷対策

として整備する設備等の設置に要する経費について支援を実施（平成２８年度～ 

３０年度） 

 

・ 食用牛の糞を活用したバイオガス発電所（飯豊町）の整備に係る事業可能性調査

への補助を実施 ※事業の詳細等については後述 

 

２ 地域分散導入の展開に向けた施策 

(1) 家庭・事業所・公共施設への分散型エネルギー資源の導入促進 

・ 家庭及び事業所については、太陽光発電や木質バ 

イオマス燃焼機器等の導入を、令和元年度まで延べ 

１万件近く支援した。 

   

・ 昨今の災害による停電等、蓄電池設備に対する  

ニーズの高まりもあり、災害対応力の強化の観点 

から、平成２８年度から蓄電池設備に対する支援 

も実施している。 

 

 

【再エネ等設備導入事業費補助金の実績】            （単位：件・kW） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 公共施設については、環境省の補助金を活用したグリーンニューディール基金事

業（平成２４年度～平成２７年度）により、太陽光発電設備や小水力発電設備、木

質バイオマスボイラー、蓄電池を県内の防災拠点（延べ３４７カ所）に整備した。 
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(2) エリア供給システムの構築 

・ エリア供給システムの構築に向けて、事業実現可能性調査や事業計画策定を行う

民間事業者に対して支援を実施した。 

 

・ エリア供給システムは、これまで自治体の取組みが中心であったが、温泉熱、バ

イオマスなど地域に賦存するエネルギーを使用し、特定の地域内で熱供給を行う民

間事業者が出てくるなど、官民問わず取組みが進んできている。 

 

   ＜具体的な取組み＞ 

① 湯野浜温泉の取組み 

     ・ 平成２８年度に環境省「省ＣＯ２型社会の構築に向けた社会ストック対策支援

事業（温泉街における未利用資源活用モデル事業）」を活用し、県や鶴岡市の支援

をも受けながら、温泉で水道水を加熱して給湯（６５℃）に利用するとともに、

地域内に敷設した集中給湯配管を通じて各施設に供給する共有インフラ設備等を

整備した。 

       この取組みにより、各旅館ではシャワー等のお湯を供給するために使っていた

ボイラーが不要となり、ＣＯ２排出量の削減を実現している。 

 

 ＜湯野浜温泉における温泉熱エリア供給イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 東北おひさま発電㈱の取組み 

・ 令和２年度に農林水産省「食料産業・６次産業化交付金（バイオマス利活用施設 

整備事業）」を活用し、全国で初めて食用牛の糞を活用したバイオガス発電所を整 

備した。発電の際に発生した廃熱を利用して熱水をつくり、近接する乳用牛農家  

へ搾乳機の消毒用に給湯を提供している。 
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  ＜バイオガス発電による熱供給イメージ＞ 

 

※東北おひさま発電株式会社ホームページより 

 

③ 最上町の取組み 

     ・ 最上町木質バイオマスエネルギー地域冷暖房システム 

平成１９年度から平成２４年度までに、３基の木質チップボイラーを整備し、

町立病院、健康センター、福祉センター、園芸ハウス、特別養護老人ホームなど 

の冷暖房のための熱を供給している。 

 

・ 若者定住環境モデルタウン  

平成２６年度から平成２８年度までに、「若者定住環境モデルタウン（一般住宅    

１３棟、町営住宅１棟）」に、薪ボイラー（１基）とペレットとチップの兼燃可能

ボイラー（２基）を設置した。モデルタウン内に暖房と給湯用のお湯を供給する

とともに、地下水熱を利用した道路融雪設備を導入した。 

 

＜最上町定住促進住宅＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※山形県移住交流ポータルサイトより 
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④ 「株式会社やまがた新電力」の設立と事業展開 

山形県エネルギー戦略の基本構想に掲げる目指すべき本県の姿である「再生可能

エネルギーの供給基地化」「分散型エネルギー資源の開発と普及」「グリーンイノベ

ーション」を実現するため、県及び県内企業の出資により、平成２７年９月に「株

式会社やまがた新電力」を設立し、平成２８年４月から小売電気事業を開始してい

る。 

       ※ 都道府県レベルでは全国初の地域新電力 

※ 県内の発電事業者から再生可能エネルギーを調達し、県内の需要家に供給 

し、地産地消を実現 

 

Ⅰ 東日本大震災（大規模停電）の教訓

Ⅱ 電力システム改革の動き
①平成28年 電力小売の全面自由化
②平成30年以降 電力料金の全面自由化

Ⅲ 固定価格買取制度見直しの動き
①新たな出力抑制ルール
②買取価格の引下げ

㈱やまがた新電力の事業概要

発電事業者

太陽光発電 ㈱やまがた新電力

〈平成27年9月設立〉

買電料金

需要家（供給先）

電力供給

地域の資源を活かしたエネルギーを新
電力に供給することにより、社会的事
業として地域に貢献。

地域の再生可能エネルギー電力の
使用を求める需要家への供給。

県と、山形県新電力構想に賛同する民間事業者が
一体となり「オール山形」で事業を実施。

発電事業者 新電力 需要家

費用負担
調整機関

交付金交付

Ⅰ エネルギー戦略に掲げるエネル
ギーの「地産地消」と「供給基地
化」の実現

Ⅱ エリア供給システムによる
災害対応力の向上

Ⅲ 再エネの導入拡大を通した
「経済の活性化」と「産業の振興」

【出資者】

県

県内企業

需給調整事業者

背
景

ね
ら
い

や
ま
が
た
創
生

エネルギーの供給基地化再エネの導入拡大 再エネ・省エネへの理解醸成

県有施設
市町村有施設
民間施設

電力調達

風力発電

バイオマス発電水力発電

県民生活や産業活動に影響

新電力への参入、省エネ

サービスなど新たなビジネス

の動き

発電事業者の投資意欲減退

への懸念

電気料金

 

 

 

 令和元年度実績 調達電源：１５業者２６発電所 

（太陽光、風力、バイオマス、水力） 

              需 要 家：１４１施設 

（県有施設１０７、市町村施設１８、民間施設１６） 

              売 電 量：約４０百万 kWh 
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＜やまがた新電力の動向＞ 

・ 令和２年度に調達を開始した企業局鶴子発電所からの電力について、非ＦＩＴであ

る特徴を活かし、ＲＥ１００2に対応した電力メニューの提供を準備中 

 

・ 鶴岡市ごみ焼却施設の余剰電力の調達と同市内小中学校等への電力供給を一体的

に行う事業を受託し、地域における再エネの地産地消を実現 

 

・ 県エネルギー地産地消モデル推進事業（平成３０年度～）の採択を受け、蔵王みは

らしの丘（山形市・上山市）と飯豊町において再生可能エネルギーを供給し、発電・

蓄電・消費の最適化や節電誘導の実証試験を実施 

  

                                                   
2 事業活動に必要な電力を１００％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な企業連合 
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１ 脱炭素社会に向けた動き 

パリ協定3は、平成２７年１２月の第２１回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ 

２１）で採択され、平成２８年１１月に発効し、令和２年から本格的に運用が開始され

ている。 

日本では、令和元年６月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決

定し、国連に提出しているが、長期戦略では、「最終到達点として『脱炭素社会』」を掲

げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、地

球温暖化対策と経済成長を両立させながら、２０５０年までに８０％の温室効果ガス排

出削減という長期的目標を掲げており、その実現に向けて大胆に施策に取り組むことと

している。 

 

(1) ゼロカーボンやまがた２０５０ 

令和２年８月６日、本県は、気候変動の危機感を県民と共有し、政府の施策を後押し

していくため、２０５０年二酸化炭素排出実質 

ゼロを目指す「ゼロカーボンやまがた２０５０」 

を宣言した。 

この宣言の中で、本県は、国際社会の一員と 

して、山形からパリ協定の目標達成に貢献する     

ため、政府と一体となって取り組んでいくこと   

としている。 

 

(2) 政府による２０５０年カーボンニュートラル宣言 

    令和２年１０月２６日、政府は、２０５０年までに、温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする、２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを

宣言した。 

    省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優

先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立するとともに、長年

続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換することとしている。 

 

(3) 非効率な石炭火力発電の休廃止に向けた動き 

    令和２年７月、資源の乏しい我が国において、エネルギー安定供給に万全を期しな

がら脱炭素社会の実現を目指すために、第５次エネルギー基本計画4に明記している非

効率な石炭火力のフェードアウトや再生可能エネルギーの主力電源化を目指していく

上で、より実効性のある新たな仕組みを導入すべく、経済産業省の諮問機関である総

合資源エネルギー調査会において検討が開始された。 

                                                   
3 ２０２０年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み 
4 平成３０年７月閣議決定。２０３０年の長期エネルギー需給見通しの実現と２０５０年を見据えたシナリオ

の設計で構成 

令和２年７月豪雨による最上川氾濫の様子 
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  (4) ２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 

    令和２年１２月、政府は２０５０年カーボンニュートラルへの挑戦を、「経済と環境

の好循環」につなげるための産業政策として、グリーン成長戦略を策定した。 

当該戦略では、１４の重要分野ごとに、高い目標を掲げた上で、現状の課題と今後の 

取組を明記し、予算、税、規制改革・標準化、国際連携など、あらゆる政策を盛り込ん 

だ実行計画としている。 

    電力部門については脱炭素化を大前提とし、再エネは最大限の導入を図り、洋上風 

力産業と蓄電池産業を成長戦略としていくこととされている。 

 

２ 電力システム改革、各種電力市場の創設等 

(1) 電力システム改革 

平成２５年４月に閣議決定された「電力システム改革に関する改革方針」におい 

て、３段階からなる改革の全体像が示され、各段階の実施に必要な措置を定めた電気

事業法の改正案が国会（平成２５年１１月、平成２６年６月、平成２７年６月）で成

立した。 

第１段階の「広域系統運用の拡大」では、災害時の地域を超えた電力融通や全国大

電力供給の計画の取りまとめなどを行う「電力広域的運用推進機関」が平成２７年４

月に設立された。 

第２段階の「小売の全面自由化」は平成２８年４月から一般家庭向けの電気の小売

業への新規参入が可能となり、家庭を含む全ての消費者が電力会社や料金メニュー

を自由に選択することが可能となった。 

送配電ネットワーク利用を自由かつ公平・平等にすることで電力市場における活

発な競争を促す第３段階の「送配電部門の中立性の確保」は令和２年４月から実施さ

れている。 

    

   (2) 各種電力市場の創設 

     「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間取りまとめ（平成２９年２月）」

において、電力システム改革貫徹に向けた課題への対応に際しては、市場メカニズ

ムを有効活用しつつ、３Ｅ＋Ｓ5の実現を目指すことが重要であり、そのため、卸電

力市場をはじめとした既存の市場の流動性を高めるとともに、容量市場や非化石価

値取引市場など、これまでになかった新たな市場を創設することにより、新たな価

値を顕在化・流動化させていくことが適当であると報告された。 

 

    ① 容量市場 

発電事業者の投資回収の予見性を高め、再生可能エネルギーの主力電源化を実  

現するために必要な調整力の確保や、中長期的な供給力不足に対処することを目的

として創設された。 

                                                   
5 エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境への適合(Environmen 

t)、安全性(Safety)から成り、日本のエネルギー政策の基本となる概念 
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供給力（ｋＷ）の確保は、実際に電気を使用する年の４年前にオークション方式 

で、毎年、電力広域的運用推進機関が開催する。 

オークションに応札できるのは、発電所などを所有している事業者であり、応札 

した事業者がオークションで落札した場合、４年後に供給力を提供することで対価 

受け取ることができる。 

一方、小売電気事業者は、電気事業法によって、電気を送るための供給力を確保

することが求められているため、容量市場で確保した供給力の費用を負担する形で

容量市場に参加していくこととなる。 

 

② 非化石価値取引市場 

小売電気事業者による高度化法6の目標達成を促すため、非化石電源（再エネ等） 

に由来する電気の「非化石価値」を証書化し取引する非化石価値取引市場が創設さ 

れた。 

市場創設により、非化石電源からの調達機会が限られていた新規参入者にとって 

も、非化石証書を購入することで目標達成が可能となった。 

平成３０年５月からＦＩＴ電源に由来する非化石証書の取引が実施されており、 

令和２年４月から、ＦＩＴ以外の非化石電源も含め、全非化石電源に由来する非化 

石価値が証書化されている。 

 

 (3) 系統制約解消に向けた運用改善の動き 

系統制約の克服のために、これまで、電源接続案件の募集や、既存系統を最大限活 

用するための「日本版コネクト＆マネージ」といった新たな取組みが進められてきて

いる。令和３年１月から「日本版コネクト＆マネージ」の中のノンファーム型接続7

が全国一斉に開始された。 

 

 

 

  

 

 

しかし、今後、再生可能エネルギーの主力電源化を実現するには、こうした取組み

に加え、系統の増強や新設を含めたさらなる対策が必要とされている。 

具体的には、再生可能エネルギーの大量導入を促しつつ、国民負担を抑制していく

ためには、電源からの接続要請にその都度対応する「プル型」の系統整備ではなく、

地域ごとの再エネ電源等のポテンシャルを考慮した上で、一般送配電事業者や電力

                                                   
6 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関す

る法律（エネルギー供給構造高度化法） 
電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー

源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を

講じる法律 
7 系統を増強せず送電線混雑時の出力制御を条件に新規接続を許容する接続方法 
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広域的運営推進機関等が主体的・計画的に系統設備の増強・新設判断を行っていく

「プッシュ型」の系統整備としていくことが必要とされている。 

 

  (4) 卸電力取引市場の高騰事案 

     令和２年末から令和３年当初にかけて、寒波による電力需要の増加や、火力発電

の燃料であるＬＮＧの調達量の不足により電力需給が逼迫し、市場価格が高騰した

ため、自前の発電所を持たない地域新電力の経営が厳しさを増した。 

      政府では、地域新電力を支援するため、インバランス料金に上限を設けるよう対

策を講じたが、再生可能エネルギーの主力電源化を目指すためにも大きな役割が期

待される地域新電力への影響は甚大であり、情報開示や機能の整備など市場システ

ムの改革が望まれる。 

 

３ 固定価格買取制度の見直し 

固定価格買取制度（ＦＩＴ：Feed in Tariff）8は、再生可能エネルギーの導入を強

力に促進するため、国民負担を伴う特別な措置として平成２４年７月に導入され、再

エネの導入を急速に拡大させたが、その一方で国民負担も大きく増大させた。 

ＦＩＴ制度下で生じた国民負担の増大等の課題に対しては、平成２８年の再エネ特

措法改正により一定の対応がなされたが、今後、再生可能エネルギーの導入を更に拡

大していくためには、国民負担を抑制していくことが不可欠と考えられている。 

ひとくちに再生可能エネルギーといっても、太陽光、風力、水力といった電源の種類

や規模の大小に応じて特性が大きく異なることを踏まえ、これまでの政策等による再

エネの電源種類ごとのコスト低減状況や地域貢献などを考慮した上で、導入促進のた

めの更なる政策対応をきめ細かく分けていくことが必要とされており、ＦＩＴ制度の

見直しに当たっては、「競争電源」と「地域活用電源」の大きく２つに分類した上で、

それぞれに必要な支援制度の詳細設計が進められている。 

    

(1) 競争電源（電力市場でコスト競争に打ち勝って自立的に導入が進んでいくことに

よって競争力ある電源への成長が見込まれる電源） 

・ 電力市場への統合を図っていくべきであるが、現行のＦＩＴ制度で確保されてい

る投資インセンティブについては、再生可能エネルギーの更なる導入拡大のため、

引き続き確保することが必要とされた。 

 

   ・ 一方で、現行制度における市場取引の免除（インバランス負担の免除）について

は、再エネ発電事業者の高度化及び電力システム全体の最適化の機会を阻害してい

ることを踏まえると、見直しが必要とされている。 

 

⇒ 欧州等で導入が進んでいるＦＩＰ（Feed in Premium）制度9が新設。 

                                                   
8  再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取る制度 
9  発電事業者に対して、市場で得られる市場売電収入に、一定の金額をプレミアムとして上乗せして交付す

る制度 
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＜ＦＩＰ制度の概要＞ 

 ○ ＦＩＴ制度とＦＩＰ制度 

     【現 行】                【令和４年４月～】 

 

 

 

 

 

 

 

 ※資源エネルギー庁資料より 

○ ＦＩＰ制度の詳細設計 

     交付対象区分等の決定及び入札を実施する交付対象区分等の指定 

     ・ 国内における電源毎の状況、事業環境等を踏まえながら、調達価格等算定委員会の意

見を尊重して決定 

・ ＦＩＴ認定事業者が希望するのであれば、ＦＩＰ制度への移行認定を認める方向 

 

     基準価格（ＦＩＰ価格）及び交付期間の決定 

     ・ 新規認定：各区分等の基準価格は、ＦＩＰ制度導入当初は、各区分等の調達価格と同

水準。各区分等の交付期間は、各区分等の調達期間と同じとする方向 

     ・ 移行認定：ＦＩＰ制度への移行は価格変更される事業計画の変更に該当せず、基準価

格は調達価格と同水準。交付期間は、調達期間の残存期間とする方向 

 

     卸電力取引市場の価格の参照方法 

      ｋＷｈ価値は、卸電力取引市場の価格をベースに、以下のとおり参照する 

      ・ 市場価格指標：エリアプライスをもとに、スポット市場と時間前市場の価格を加重

平均 

      ・ 自然変動電源の特性：各一般送配電事業者が公表するエリアの供給実績を利用して、

市場価格指標の加重平均を取る 

      ・ 市場参照期間・市場参照次期：前年度年間平均市場価格＋月間補正価格により参照

価格を決定 

      ・ プレミアムの交付頻度：１ヶ月  

 

 

 

     

(2) 地域活用電源（需給一体的に活用され、災害時のレジリエンス強化やエネルギーの

地産地消に貢献することによって地域において活用され得る電源） 

・ 需要地に近接して柔軟に設置できる電源（例：小規模事業用太陽光）や地域に賦

存するエネルギー資源を活用できる電源（例：小規模地熱、小水力、バイオマス）

は、地域活用電源として、災害時のレジリエンス強化やエネルギーの地産地消に資

することが期待されている。 
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⇒ 一定の要件（地域活用要件）を設定した上で、当面は現行のＦＩＴ制度の基本 

的な枠組みを維持していくことが適切とされた。 

 

 

   ＜地域活用要件の具体内容（案）＞ R2.12.23 第６５回調達価格等算定委員会資料より 

    ① 自家消費型 

以下のいずれかの要件を満たすこと 

・ 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気量の３割以上

を自家消費するもの（すなわち、７割未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給

するもの）。 

・ 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備による電気を再生可能エネルギー電 

気特定卸供給により供給し、かつ、その契約の相手方にあたる小売電気事業者または登 

録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の３割以上を当該発電設備が所在する都道 

府県内へ供給するもの。 

・ 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備により産出された熱を、原則として 

常時利用する構造を有し、かつ、当該発電設備により発電される電気量の１割以上を自家

消費するもの（すなわち、９割未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給するも

の）。 

 

    ② 地域一体型 

     以下のいずれかの要件を満たすこと 

     ・ 災害時に再エネ発電設備で発電された電気を活用することを、自治体の防災計画等に

位置付け 

・ 災害時に再エネ発電設備で産出された熱を活用することを、自治体の防災計画等に位 

置付け 

（以下の要件を満たすこと） 

      ⇒ 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備が所在する地方公共団体の名義

（第三者との共同名義含む）の取り決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む

電気又は熱の当該地方公共団体内への供給が、位置付けられているもの。 

      

・ 自治体が自ら事業を実施するもの、又は自治体が事業に直接出資するもの 

（以下のいずれかの要件を満たすこと） 

⇒ 地方公共団体が自ら事業を実施または直接出資するもの 

⇒ 地方公共団体が自ら事業を実施または直接出資する小売電気事業者または登録特定 

送配電事業者に、当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備による電気を再生 

可能エネルギー電気特定卸供給により供給するもの 
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４ 再生可能エネルギーの開発と地域との関わり 

再生可能エネルギー発電施設の建設については、近年、急速に導入が拡大してきた太

陽光発電を中心に、災害による倒壊などの安全面での不安や自然環境・景観への影響に

対する懸念などから、事業者と地元住民との間でトラブルが起きるなど、全国各地で問

題が顕在化してきている。 

その背景としては、ＦＩＴ制度の効果により、必ずしも立地条件が整わない場所まで

事業計画を立てる事業者や、買取価格の低下に伴い拙速に計画を進める事業者が登場し

てきたことが考えられる。 

こうした状況を踏まえ、経済産業省では、再エネ発電事業者が遵守すべき電源種別ご

との「事業計画策定ガイドライン」を平成２９年に策定したが、自治体の中には、事業

者に対し慎重な事業推進を求める、一定の規制を課すことを内容とする独自の条例を制

定する動きも出てきている。 

本県においても、飯豊町で大規模な太陽光発電の計画があったが、地元との調整が難

航していることもあり、事業に進展は見られない。 

また、出羽三山周辺での大規模風力発電の計画が事業者により白紙撤回された事案で

は、地元の歴史・文化や景観にそぐわないとの多くの意見もあり、事業者は環境アセス

の手続きの段階で白紙撤回した。事業者が地元との十分な合意形成を図らないまま拙速

に手続きを進めたことが地元関係者の反発を招いた。これを受け、建設に反対する団体

から県に対し、県として規制できる仕組みづくりの要望が出された。 

 

５ 災害対応の必要性 

   平成３０年の北海道胆振東部地震や令和元年の台風１５号・１９号による広範な停電

被害の発生時には、住宅用太陽光発電設備の自立運転機能やバイオマス発電設備の熱電

併給等の活用を通じて緊急時における電力供給に再エネが大きく貢献するなど、レジリ

エンスの観点に着目した形での再エネの地域活用促進の重要性が高まっている。 

   政府においても、エネルギー供給のレジリエンス向上に向け、エネルギー供給強靭化

法を制定し、災害時の迅速な電力復旧や送配電網への投資の促進、再エネの導入拡大等

に向けた必要な措置を講じることとしている。 

 

６ 社会経済情勢 

  (1) 少子高齢化を伴う人口減少の進展 

    日本の人口は、平成２０年をピークに減少局面に入っているが、本県では、全国より

も早く平成９年に自然減少期を迎え、平成２８年以降は毎年１万人を超える人口減少

となるなど、そのテンポが速まっている。 

    令和２年３月に策定された「第４次山形県総合発展計画」では、これからの県づくり

においては、少子高齢化を伴う人口減少の進行が大きな課題となるため、「人材」、「イ

ノベーション」、「国内外の活力」を推進力として、本県の特性や資源を最大限に活かし

ながら、県民の暮らしの質や地域社会・産業経済の活力など県の総合力を高めていく

ことは、人口減少を乗り越えていくことにつながっていくものとされている。 
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  (2) ＳＤＧｓの拡がり 

    平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットで前回一致で採択された「誰一人取り

残さない」理念のもとに掲げられた、令和１２年（２０３０年）までの持続可能な開発

目標（Sustainable Development Goals）への関心が高まっている。 

    また、政府の「第五次環境基本計画」（平成３０年４月策定）では、地域の活力を最

大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を提唱し、各地域がその特性を活かした強

みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、近隣

地域や都市と地域資源を補完し支え合う仕組みづくりを推進することとしている。 

 地域においてもＳＤＧｓの考え方を取り入れながら、優れた地域資源を活用し、気候

変動等の環境課題の解決に取り組むことで、環境と成長が好循環し、人々が安全で豊か

な暮らしを実現できるような地域社会づくりを進めることが、今求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 新型コロナウイルスの地域経済への影響 

    新型コロナウイルス感染症は、世界中に拡大し、人々の生命や生活を脅かし、経済社

会活動の停滞や大幅な縮小を招いている。 

経済社会活動が制限された分、世界のＣＯ２排出量は大きく減少した。景気の回復に

よって、ある程度の反動は予想されるが、従来の経済社会に戻ることを目指すのではな

く、再生可能エネルギーや省エネ技術の開発・導入などによって経済復興と環境配慮の

両立を図る「グリーンリカバリー」の考え方を踏まえることが重要となる。 

さらに、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への移行、ＳＤＧｓの達成、ＥＳＧ投資

の拡大等を進め、より持続可能で強靭な経済社会へと変革していくことが求められる。 
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【視点１】 大規模事業の県内展開促進                             

 

【現状と課題】 

・ エネルギー政策基本構想に掲げる令和１２年度（２０３０年度）までの開発目標を達成

し、「再生可能エネルギーの供給基地化」を実現するためには、県内における再エネの供

給量を着実に増やしていくことが求められる。 

   

・ また、政府のゼロカーボン宣言、再エネ最大限導入方針への協力や、「ゼロカーボンや

まがた２０５０」を実現するためには、省エネの推進、吸収源対策の拡充とともに再エネ

導入拡大が大きな柱となってきており、ゼロカーボン社会の実現のためにも、より一層、

再エネの導入拡大が求められている。 

 

・ こうした中、今後、大規模な導入が期待できる電源は洋上風力であり、政府の「グリー

ン成長戦略（令和２年１２月）」も踏まえ、後期プログラムにおいては、これを実現化さ

せ、更に拡大していくことが課題となる。 

 

・ 併せて、豊富な賦存量や県内バランス、レジリエンス強化の観点から、引き続き、陸上

風力、太陽光、中小水力、バイオマスについても導入促進を図る必要があるが、様々な制

度等の変更を踏まえて、今後どのように対応していくかが課題となる。 

 

 

【施策の考え方・方向性】 

 ・ 戦略の目標達成のみならず、地産地消、地球温暖化対策を進めていくうえでも、風力発 

電の導入拡大は不可欠であることから、国による系統制約改善に向けた政策を注視すると 

ともに、地元の合意形成を十分に図りながら、引き続き、進めていく必要がある。 

 

 ・ 洋上風力は、ドイツを上回る目標値設定等グリーン成長戦略の筆頭に位置付けられて 

おり、特に注力していく。 

陸上風力は、入札制度が導入されるが、洋上風力は、当面、年間１００万ｋＷの募集枠 

が設定され、ＦＩＴ制度が選択肢として継続されることに留意しながら進めていく。 

 

・ 一方で、固定価格買取制度の見直しにより、令和４年度以降、大規模太陽光や風力発電

等について、市場価格と連動するＦＩＰ制度が適用になることや、系統運用見直しに伴う

出力抑制頻度の増加が見込まれており、再エネ発電事業者にとってリスクが高まるおそ

れがある。 

 

・ そのため、県内における再エネ発電導入促進のため、発電事業者に対する適切な情報提

供と、地元金融機関と連携を図りながら、新たな制度下におけるファイナンスのあり方等
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を研究していくことが重要となる。 

 

・ また、将来的に、耐用年数が満了することとなる太陽光パネルの廃棄処分への対応策、

ＦＩＴ期間終了後の持続可能なバイオマス発電事業の在り方等を関係者と協議していく

ことが必要となってくる。 

 

 

【具体的施策】 

・ 洋上風力発電導入に向けて、遊佐町沖での取組みを先行事例として、酒田市沖へ広げ

ていくことを検討する。 

また、課題となっている「系統の確保」に向けて、関係機関へ提案・要望活動を継続す

るとともに、酒田港の拠点港化に向けて政府へ働きかける。 

 

・ ＦＩＴ制度の見直しや出力抑制頻度増について、今後の事業展開の検討に資するため、

県としての理解促進はもとより、発電事業者や小売電気事業者向けの勉強会等を開催す

る。 

 

・ ３年ごとの当プログラム見直しを見据え、機会を捉え、発電事業者等の関係者での意見

交換の場を設定する。 
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【視点２】 再生可能エネルギーの地産地消                          

 

【現状と課題】 

・ 再生可能エネルギーの導入拡大を進めていくためには、電源や熱源の開発だけで 

はなく、その消費も併せて進めていく必要があり、県内で生み出した再生可能エネ 

ルギーを県内で消費する「地産地消」の重要性は増々高まってくる。 

これは、「分散型エネルギー資源の開発と普及」実現の根幹をなすものである。 

 

・ 分散型エネルギー社会の実現は、エネルギーの効率的活用や、地域活性化等の意義 

を持つ。一方、昨今の大型台風等の災害の激甚化を契機として、災害時のライフライ 

ンの安定的な確保に注目が集まっており、地域の特徴も踏まえた多様な供給力を組み 

合わせて最適に活用することは、エネルギー供給のリスク分散を図ることにも資する 

と考えられている。 

 

・ 様々な制度改正が行われていくなかで、今後、地域新電力が担う役割や求められる 

期待が大きくなっていくことが想定されるため、その体制整備等も大きな課題となっ 

てくると考えられる。 

 

 

【施策の考え方・方向性】 

・ ＦＩＰ制度下においては、発電事業者が自ら発電量や需要量の管理を行うことが必要

となるため、小規模な再エネ発電事業を単独で行うことは困難になってくる。 

そのため、卒ＦＩＴ電源も含め、小規模な電源を束ね、蓄電池等の分散型リソースと 

組み合わせて需給管理を代行する事業（アグリゲーションビジネス）が求められてくる。 

 

・ 小水力発電については、事業の計画段階から市町村、県、地元事業者が一緒になって

勉強するところから始める「山形モデル」が評価されてきており、他の電源への展開も

期待されている。 

 

・ 地域における再エネの消費を促していくためにも、市町村や地域を範囲とする地域新

電力を立ち上げ、より身近な再エネの地産地消を進めることが必要となってくる。  

一方、容量市場等電力市場を整備していくうえで多くの課題が指摘されており、地 

域新電力にとり大きな負担となるおそれがある。 

容量市場拠出金は小売事業者のピーク時のｋＷ実績により算定され、また、卸市場は 

高騰することもある。小売事業者として、需要家側の電力使用抑制（デマンドレスポン 

ス）等のリスクヘッジ手段を考慮していくことや、市場のあり方について政府へ提言し 

ていくことも重要となってくる。 
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・ 熱利用については、未だ設備導入コストが高く、普及が進んでいないため、再生可能

エネルギー熱の供給を担う事業者の育成、また、ＺＥＨ10やＺＥＢ11の普及促進などに取

り組むとともに、熱利用に関する指標を設定することにより、熱利用の促進に対する機

運を醸成していくことが必要である。 

 

・ 併せて、熱利用によりグリーン産業の振興を図るため、ペレットストーブや薪ストーブ 

の導入を支援している自治体が多いという本県の特色を活かしていくことも検討しなけ 

ればならない。 

 

・ 分散型エネルギーの導入を促進していくためには、売電によらない自家消費を進め 

ていく必要性が、より高まっていくと考えられる。 

 

 

【具体的施策】 

・ ＦＩＰ制度導入や卒ＦＩＴ電源出現拡大を見据え、地域の小規模な電力を束ねる 

アグリゲーターの育成を支援する。 

 

・ 市町村と地元事業者による「山形モデル」の小水力発電の導入を引き続き進めていく。 

 

・ 「㈱やまがた新電力」のノウハウを活用し、各地域に小規模な地域新電力を創出して 

いく。 

 

＜地域新電力イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10 Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称。外皮の断熱性能等を大幅に向上さ

せるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネを実現した上

で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指

した住宅のこと。 
11 Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称。 
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・ 地域新電力の事業経営の安定化を図るため、容量市場の制度設計など、電力市場のあ

り方等について政府等へ提案・要望活動を検討していく。 

 

・ 再エネ熱の利活用を検討する事業者に対して、外部専門家による事業化の支援を行い、

事業成果を広く県内に波及させることにより、後発事業者を誘引し、熱利用事業の好循

環を創出する。また、再エネ熱の利活用を拡大するため、施策の推進に当たって目安と

なる熱利用に関する指標の設定を検討する。 

 

・ ＺＥＨやＺＥＢの普及促進のための新たな支援策を検討する。特にＺＥＨについては、 

木質バイオマス熱の利活用がＺＥＨの実現に有効であることを広く周知していく。 

 

・ 卒ＦＩＴの太陽光発電を念頭に、高効率機器の利用を促進することも含め、本県にお

ける自家消費モデルを設定し、広く県民に対して周知を図る。 
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【視点３】 地球温暖化対策としての再生可能エネルギーの導入拡大と利用の促進         

 

【現状と課題】 

・ 近年、大雨や異常高温の頻度が高まり、災害が頻発・激甚化している。また、農作物 

の品質低下、動植物の分布域の変化、熱中症リスクの増加など、全国各地で気候変動の 

影響が顕著になっており、さらに今後、長期にわたり拡大することが懸念されている。 

 

・ 令和２年８月、県は「ゼロカーボンやまがた２０５０」を宣言し、ゼロカーボンシティ

を表明。また、気候変動の影響など環境課題の解決に向け意欲的な姿勢を示し、ゼロカー

ボンシティ表明や気候非常事態宣言を行う市町村も増えており、県内において、ゼロカー

ボンに向けた機運が高まってきている。 

 

・ 令和２年１０月に政府は「２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす

る脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の改

正に着手するとともに、温室効果ガス排出量の削減目標見直しを含めた地球温暖化対策計

画の改定に向けた検討とエネルギー政策の見直しを一体的に進めている。 

 

・ ゼロカーボン社会の実現のためには、ＣＯ２を排出しないエネルギーを主力に据え 

る必要があり、中でも再生可能エネルギーを中心とすべきである。 

そのため、再生可能エネルギーの更なる導入拡大を進めるとともに、再生可能エネル 

ギーの持つＣＯ２フリーの環境価値が県内で享受され、活用できるようにしていく必要

がある。 

 

 

【施策の考え方・方向性】 

・ 地球温暖化防止のため、「ゼロカーボンやまがた２０５０」の実現に向けて、再エネの

導入拡大・利用促進により、ＣＯ２排出量削減に寄与する。 

 

・ ＲＥ１００など、ＣＯ２フリーの電気としての再エネの環境価値を県内の事業者が享

受し、活用できるようにしていくことが重要となるが、現在は、小売事業者間で非化石

証書を転売できないため、その改善が望まれる。 

 

・ 県民にとって、再エネ導入拡大によるＣＯ２排出量の削減効果が実感できるよう、目

標指標の設定を含めて、「みえる化」していくことを検討する。 

 

・ 再エネのみならず、水素等の新たなエネルギー資源の開発・導入についても検討が必

要となってくる。また、エネルギーに関する新しい技術や製品を積極的に取り入れてい

く必要がある。 
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₂

 

ゼロカーボンやまがた２０５０ 達成イメージ ※第４次山形県環境計画より 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼロカーボンやまがた２０５０を達成するために必要な山形県内の再エネ発電量等の推計 
                             ※エネルギー政策推進課推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ＜推計に当たっての考え方＞ 

   ・ 再エネ比率 

     県内の電力総需要量に対する県内で発電された再エネ発電量の割合 

   ・ ２０３０年度 

     １６９万ｔのＣＯ２排出量削減を実現するために、必要となる発電量等を推計 

   ・ ２０５０年度 

２０５０年度時点の県内の電力需要量を推計し、その１００％を再エネで賄うとした場合

に、必要となる発電量等を推計 

下図参照 
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【具体的施策】 

・ ＣＯ２フリー電気としての再エネを求める企業等に対して、県内で発電されたＣＯ２ 

フリー電気を供給する基盤を形成し、ＣＯ２フリー電気の環境価値を県内企業が取得で

きる仕組みを構築していく。 

 

 ・ また、現在は小売事業者間で非化石証書を転売できない仕組みとなっていることから、

小売事業者間でも転売が可能となるよう関係機関へ提案・要望していく。 

 

・ 「ゼロカーボンやまがた２０５０」の実現に向けて、「山形県環境計画」に定める、再

エネ導入によるＣＯ２排出削減量の目標値達成に向け、これまでのｋＷベースのみなら

ず、ｋＷｈベースの導入を念頭に置いた施策展開を図る。 

 

・ 再生可能エネルギー由来の水素等、ＣＯ２フリーの新たなエネルギー資源の開発・導入

の可能性等を調査する。 
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【視点４】 地域資源活用による経済循環及び地域課題の解決                  

 

【現状と課題】 

 ・ 地域の再エネ資源を活用して地域で生み出した再エネを地域で使うことは、再エ 

ネの「地産地消」に資するものであるとともに、地域の雇用や利益、環境価値を生 

み出し、グリーンイノベーションの実現に繋がるものであり、地域経済に好循環を 

もたらすことが期待される。 

 

・ 「地域経済循環分析（環境省／２０１５年版）」によれば、本県のエネルギー代金 

は年間約１，５００億円が県外に流出しており、この流出分を県内で循環させること 

が課題となっている。 

 

 ・ また、少子高齢化を伴う人口減少が進む中で、様々な地域課題を解決していくため 

にも、地域のエネルギー資源を活用していくことは有効な手段であると考えられる。 

 

 

【地域経済循環分析】（環境省提供の地域経済循環分析ツール２０１５年版より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当該分析によれば、本県のエネルギー代金は約１，５２３億円が地域外に流出しており、 

このエネルギー支出を地域内で循環させていくことが課題 
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再エネを流通させる
（小売電気事業者）

再エネを生み出す
（各種再エネ発電所）

創出

流通

地域の再エネ資源

再エネを使う
（住民・事業者・自治体）

コンサル事業者
建設事業者

保守事業者

金融機関

◆ 創出されたエネルギーと環境価値を地域で流通させるとともに、その利益を地域課題（産業振興、人口減少等）
解決のため地域に還元

雇 用 環境価値

利 益

◎ 地域外に流出して
いたエネルギー支出
を地域内で循環

 

【施策の考え方・方向性】 

・ 地域資源を活かした再エネ導入により、これまで地域外に流出していたエネルギー支 

出を地域内で循環させるとともに、地域の様々な事業主体が再エネ事業に携わることに

より地域に雇用・利益・環境価値を創出させる。 

 

  ＜地域資源活用イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ また、地域でのＳＤＧｓの実践を目指し、創出されたエネルギーと環境価値を地域で

流通させ、その利益を地域課題（産業振興、人口減少対策等）解決のために地域に還元

させていくことが必要であり、これからは、政府が提唱しているスーパーシティ構想12

も参考にしながら、施策を展開していくことが重要となってくる。 

 

 

【具体的施策】 

・ 再エネを活用した地域の課題解決に向けたモデル事業を展開する。 

  

＜再エネを活用した地域の課題解決のための事業（例）＞ 

例１ 太陽光発電を活用した高齢者移動サービスの提供 

・ 集落内の民家やコミュニティセンターの屋根に太陽光パネルを設置し、発電され

た電気を電気自動車や蓄電池に充電し、当該電気自動車による高齢者等の移動サ

ービスを行う。 

 

 

 

 

                                                   
12 ＡＩやビッグデータを活用することにより、移動や物流など、生活全般にまたがる様々な領域を広くカバ

ーし、２０３０年頃に実現される未来社会での生活を加速実現させ、住民目線でより良い未来社会の実現を目

指す、国が掲げている構想 

◆ 創出されたエネルギーと環境価値を地域で流通させるとともに、その利益を地域課題（産業振

興、人口減少等）解決のため地域に還元していく 
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 例２ 太陽光発電を活用した観光地の２次交通手段の確保 

・ 例１と同様に、太陽光により発電された電気により、電気自動車を運行（貸出）し、

観光地の２次交通手段として活用する。 

 

    例３ 小水力発電を活用した河川の維持管理 

・ 小水力発電を行う建設会社が河川の愛護活動等を行っている地元集落へ資金 

援助 

・ 地元集落で管理しきれない河川の箇所に建設会社が重機を投入して維持管理 

を行う。 

・ 小水力発電に係る導水路などの施設について、地元集落が清掃、草刈等を担う。 

   

    例４ 木質バイオマス資源を活用した里山の保全：里山の間伐を適切に実施 

      ・ 地元集落が事業者へ里山の間伐を委託 

      ・ 事業者は間伐によって調達した材（薪）を地域の薪ストーブ・ボイラー設置家庭

へ配達 

 

    例５ 各種再エネを活用した税収確保 

 ・ ふるさと納税者への返礼品として県内で発電された再エネを供給 

 

    例６ 地域新電力を活用した高齢者見守りサービス 

      ・ 高齢者世帯に設置した HEMS により得た電力使用データを、高齢者等の見守り 

に活用 

 

 

・ 地域の事業者を対象に、地域におけるエネルギー開発のコンサルティングや施設・設備

のメンテナンス等を行う事業者や人材を育成するとともに、地域発のイノベーションの

創出を目指していく。 

 

・ 市民発電所のように県民が出資などを通して再エネ事業に参加する県民参加型の取組

みを推進する。 
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【視点５】 災害対応力（レジリエンス）の強化                        

 

【現状と課題】 

・ 平成３０年の北海道胆振東部地震や令和元年の台風１５号・１９号による広範な 

停電被害の発生時には、住宅用太陽光発電設備の自立運転機能やバイオマス発電設備 

の熱電併給の仕組みが機能を発揮し、活用を通じた緊急時における電力供給に大いに 

役立った。 

 

・ こうした昨今の自然災害の頻発・被害の甚大化等を踏まえ、電力インフラの強靭化 

等の必要性がこれまでになく高まっているとともに、災害に対応できる自立分散型の 

エネルギー源を確保していくことも必要となっている。 

 

 ・ 政府においても、エネルギー供給のレジリエンス向上に向け、エネルギー供給強靭 

化法を令和２年６月に制定し、災害時の迅速な電力復旧や送配電網への投資の促進、 

再エネの導入拡大等に向けた必要な措置を講じることとしている。 

 

 

【施策の考え方・方向性】 

・ 昨今の台風被害等による停電への対応策として、自家消費型の太陽光発電や電動車活

用が評価され、蓄電池の重要性への認識が高まっている。  

 

・ 蓄電池併設の再エネ設備から自営線を構築して緊急時にも電気を供給できるシステム

が出現してきている。また、系統から面的に自立したマイクログリッド13の構築が有効で

あると考えられるが、一方で、実現のための課題も多い。 

そのため、まずは、家庭や事業所向けの小規模な太陽光発電や蓄電池の更なる普及拡大

に取り組んでいくことや、蓄電池併設再エネ設備活用の検討が必要である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資源エネルギー庁ホームページより 

                                                   
13 限られたコミュニティの中で、太陽光発電やバイオマス発電などの再生可能エネルギーで電気をつくり、蓄

電池などで電力量をコントロールし、当該コミュニティ内の電力供給を賄うことのできる＝エネルギーの地産

地消ができるシステム 
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 ・ なお、災害時においては使用できるエネルギー源が限られることから、電気だけでなく

熱を利用できるようにするなど、エネルギー源の分散化・多様化を図ることも考えなけ

ればならない。 

 

・ また、卒ＦＩＴの太陽光発電など、導入から一定の年数が経過している設備等も出てき

ていることから、適切な保守点検やメンテナンスが求められている。 

   

【具体的施策】 

・ 災害対応力向上の観点から、太陽光パネルを設置している家庭向けに蓄電池の導入を 

支援していく。 

 

・ ＦＩＴが継続される「地域活用電源」はレジリエンス強化に資するものであることが条 

件とされることから、その普及が促進されるような地域活用要件の設定を政府等に提案し

ていく。 

 

・ Ｖ２Ｈ14やＶ２Ｂ15といった、新たな技術・仕組みを踏まえ、ＥＶ16やＰＨＶ17など電動

車を活用した大規模災害への対応を検討する。 

 

                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※ （一社）次世代自動車振興センターホームページより 

・ 太陽光発電設備の保守点検やメンテナンスに対する県民の意識向上を図るため周知を 

行う。 

 

・  災害時に備えて、局所的なマイクログリッドの構築を研究していく。また、蓄電池併

設再エネ設備の活用についての実証事業を検討していく。 

                                                   
14 Vehicle to Home の略。電気自動車に蓄えられた電気を住宅に給電し家電等に利用できるようにするシステ

ムのこと。一般的に電気自動車は、住宅からの給電で充電しその逆は不可能であるが、Ｖ２Ｈがあれば電気自

動車の大型バッテリーを住宅の蓄電池のように使うことができる。太陽光発電と組み合わせれば、停電時でも

昼間に電気自動車のバッテリーに電気を蓄え、夜間にその電気で生活ができるようになる。 
15 Vehicle to Building の略。電気自動車とビルの間で電力相互供給する技術やシステムのことで、ビル 

電気使用量をピークカット・ピークシフトできるようになる。 
16 Electric Vehicle の略。電気自動車。電動モーターで車を駆動させる。 
17 Plug-in Hybrid Vehicle の略。プラグインハイブリッド自動車。外部電源から充電できるタイプのハイブリ

ッド自動車で、走行時に CO２や排気ガスを出さない電気自動車のメリットとガソリンエンジンとモーターの併

用で遠距離走行ができるハイブリッド自動車の長所を併せ持つ。 
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【視点６】 自然環境や歴史・文化等との調和を図った再生可能エネルギーの導入促進        

 

【現状と課題】 

・ 再生可能エネルギー発電施設の建設については、近年、急速に導入が拡大してきた 

太陽光発電を中心に、災害による倒壊などの安全面での不安や自然環境・景観への影 

響に対する懸念などから、事業者と地元住民との間でトラブルが起きるなど、全国各 

地で問題が顕在化してきている。 

 

・ その背景としては、固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）により、事業者は安定した売 

電収入の確保が見込まれるため、施設建設への投資意欲が高まり、必ずしも立地条件 

が整わない場所まで事業計画が進められたこと、一方で、買取価格は年々安くなって 

おり、収益の減少を避けるため、事業者が拙速に計画を進めてしまうといったことが 

推察される。 

 

・ こうした状況を踏まえ、経済産業省では、再エネ発電事業者が遵守すべき電源種別 

ごとの「事業計画策定ガイドライン」を平成２９年に策定しているが、問題となる事 

案が発生した自治体では、事業者に対し慎重な事業推進を求めることや、一定の規制 

を課すことを内容とする独自の条例を制定する動きも出てきている。 

 

 

【施策の考え方・方向性】 

・ 地球温暖化対策やカーボンニュートラルの実現、地域の活性化のためにも再エネの更

なる導入は不可欠である一方で、発電所の設置等に当たっては、自然環境や景観はもと

より、地域の歴史・文化等と調和を図ることも求められている。 

 

・ また、地元住民との十分な合意形成がなされないまま事業計画が進められるケースも

見られることから、今後、再エネ導入を進めていくうえで、地元の十分な合意形成が図

られるよう、何らかの措置を講じていくことを検討していく必要がある。 

 

・ 併せて、再エネ導入の必要性や意義について、理解促進を図っていく必要がある。 

 

 

【具体的施策】 

・ 自然環境や景観、地域の歴史・文化等との調和のとれた再エネ発電施設の導入を住民

合意の下で進めていくことを目的とし、事業者や県、市町村の役割を明確化する条例の

制定を検討する。 

具体的には、事業者に対して、計画段階での地元への十分な説明を求めるとともに、最 

終的に知事が事業を認定する仕組みを検討する。 
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    ※ 現在、政府において検討がなされている、「再エネの更なる普及を目指し、発電所の建設

計画を市町村が認定した場合に、環境影響評価の手続きを簡素化する」といった動向も踏

まえた内容の条例とする必要がある。 

 

・ 併せて、事業者と地元が協調し、円滑に事業を進めている事例等の周知を図る。 

 

 

＜庄内町における農山漁村再エネ法を活用した風力発電導入＞ 

※ 第４次山形県環境計画より 

庄内町は、年間を通じて風が強く、春から秋にかけては東南東の局地風「清川

だし」が吹き、稲の倒伏など農作物の生育に悪影響を与える。この悪風を“自然

からの恵み”と発想を転換し早くから風力発電を導入、試行錯誤を経て地域活性

化に結び付けている。 

平成２７年には農山漁村再エネ法に基づき、庄内町新エネルギー推進委員会で 

協議を重ね、町内に整備促進区域を設定し２万４千ｋＷの風力発電を導入する基

本計画を策定。 

農林漁業の健全な発展に資する取組として、 

事業者は売電収入の一部を農地や林地の整備に 

支出することとされ、これに地元の事業者３社 

が公募に応じ、令和元年７月には沢新田地区で 

第1号となる１基２千ｋＷの風車が運転開始。 

現在、令和３年の運転開始を目指し合計１２ 

基約２万３千ｋＷの風車建設が進められている。 
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エネルギー戦略に基づく各般の施策を着実に推進していくため、エネルギー関係の専門家

をアドバイザリーボードとして設置し、専門的知見に基づく提案や助言を受けるとともに、

県や市町村等との連携体制を整備する。また、新エネルギー関連産業の振興に向けた産業界

との連携体制を構築する。 

 

 

(1) アドバイザリーボード（外部専門家の活用） 

   エネルギー政策全般にわたる総合的な知見を有する「エネルギー政策総合アドバイザ

ー」及びエネルギー種別ごとの専門家である「エネルギー政策アドバイザー」から、専門

的知見に基づく提案や助言を受け、戦略に掲げる施策の着実な推進を図る。 

 

(2) エネルギー政策推進に係る地域協議会（市町村との連携） 

４ブロックごとに設置したエネルギー政策推進に係る地域協議会を中心に、県と市町 

村とで連携し、戦略に掲げる施策の着実な推進を図る。 

・ 推進に当たっての課題の共有 

・ 地域の資源の賦存状況を踏まえた推進施策の協議 など 

 

(3) ワンストップサポート体制（関係部局との連携） 

県民や事業者等から寄せられる再生可能エネルギー導入に係る支援制度や各種規制等

の様々なニーズに応じて、エネルギー政策推進課がワンストップ窓口として相談等を受

け、関係部局と連携して一元的な対応を行い、円滑かつ効果的な再生可能エネルギーの

導入促進を図る。 

 

(4) 新エネルギー産業事業化促進協議会（産業分野との連携） 

関連企業、試験研究機関、産業支援機関等の参加により設置した新エネルギー産業事 

業化促進協議会を中心に、グリーンイノベーションの実現を図る。 

・ 最新の技術動向・業界動向等に係る情報収集・提供及び県内企業が保有技術のブラ 

ッシュアップ 

・ 家庭、事業所への導入推進と産業振興への展開について産業分野との連携強化 など 

 

(5) エネルギー政策推進懇話会（フォローアップ） 

   外部有識者から戦略の進捗状況や、後期プログラムに基づく施策展開等について意見・ 

助言をいただき、戦略の着実な推進を目指す。 
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委 員 吉村  昇 東北公益文科大学 学事顧問 
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２ 後期エネルギー政策推進プログラム 策定経過 

 

 令和２年９月８日  第１回委員会 

           ・現行プログラムにおける施策の主な実績と評価について 

           ・次期プログラムにおける政策推進の基本方向について 

 

 

 令和２年10月７日  個別課題に対するヒアリング① 

            ・テーマ：環境アセスメント制度等について 

            ・御意見をいただいた方：内藤 克彦 氏 

                          （京都大学大学院経済学研究科 特任教授） 

 

 令和２年10月19日  第２回委員会 

           ・次期プログラムの展開期間について 

           ・次期プログラムの政策展開の視点について 

 

 

 令和２年11月19日  個別課題に対するヒアリング② 

           ・テーマ：次期プログラムにおける地域新電力の関わり方等について 

            ・御意見をいただいた方：㈱やまがた新電力関係者 

 

 

 令和２年11月30日  第３回委員会 

           ・後期エネルギー政策推進プログラム（仮称）骨子（案）について 

 

 

 令和２年12月24日  市町村との意見交換 

・後期エネルギー政策推進プログラム（仮称）骨子（案）について 

 

 

令和３年１月27日  第４回委員会 

          ・後期エネルギー政策推進プログラム（仮称）素案について 

 

 

令和３年２月３日～ 後期エネルギー政策推進プログラム（案）についてのパブリック 

令和３年２月23日 コメントの実施 

 

 

令和３年３月    後期エネルギー政策推進プログラムの策定 


